
 ⽣命保険契約者保護機構に対する国の財政措置の期限が、2027年3⽉末まで延⻑されることになりました。
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財政措置の対象となるのは、⺠営化（2007年10月1⽇）以降にご契約いただいたかんぽ⽣命のご契約となります。

それ以前にご契約いただいた簡易⽣命保険につきましては、その契約が消滅するまで保険⾦等のお⽀払いに関する政

府保証が継続します。

上記の赤枠内が 2027年3月末 になります。

※ご契約のしおり・約款のご提供時期によっては、上記⾚枠内の⽇付は異なりますが、

2027年3⽉末に変更となります。


